
一般国道１５８号（中部縦貫自動車道（安房峠道路））に関する協定の 

一部を変更する協定 

 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と中日本高速道路株式会社は、高速道路

株式会社法（平成１６年法律第９９号）第６条第１項及び独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）第１３条第１項の規定に基づき、平成１８

年３月３１日付けで締結した「一般国道１５８号（中部縦貫自動車道（安房峠道路））に関

する協定」の一部を次のように変更する協定を締結する。 

 

 

 第４条第１項中「修繕に係る工事（」の次に「特定更新等工事を除き、」を加える。 

 

 第５条第１項中「修繕に係る工事」の次に「（特定更新等工事を除く。）」を加える。 

 

 第１３条第１項中「第７号」を「第８号」に改める。 

 

 

別紙１を次のとおり改める。 

  



別紙１

修繕に係る工事の内容

（機構法第１３条第１項第２号に定める協定記載事項）

（協定第４条第１項関連）



　工事の内容　

工事の内容

　  1．橋梁修繕

　  2．トンネル修繕

　  ３．のり面修繕 

　  ４．土工修繕

　  ５．舗装修繕

　  ６．交通安全施設修繕

　  ７．交通管理施設修繕

　  ８．渋滞対策

　  ９．休憩施設修繕

　１０．雪氷対策施設修繕

　１１．震災対策

　１２．環境対策

　１３．トンネル防災

　１４．のり面防災

　１５．雪害対策

　１６．のり面付属物設置

　１７．橋梁付属物設置

　１８．トンネル施設修繕

　１９．電気施設修繕

　２０．通信施設修繕

　２１．建築施設修繕

　２２．機械施設修繕

別紙１

会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事（特定更新等工事を除き、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるもの
に限る）で行う工事の内容は、以下のとおり。

ただし、固定資産について支出する金額で、

①当該資産の使用可能期間を延長させる（耐久性を増す）部分に対応する金額、
②その支出の時における当該資産の価額を増加させる（価値を高める）部分に対応する金額、
の何れかに該当するものに限る。

（ただし、災害復旧に係る部分を除く。）



別紙２中、「（機構法第１３条第１項第３号に定める協定記載事項）」を「（機構法第１３

条第１項第４号に定める協定記載事項）」に改める。 

 

 

別紙３中、「（機構法第１３条第１項第４号に定める協定記載事項）」を「（機構法第１３

条第１項第５号に定める協定記載事項）」に改める。 

 

 

別紙４を次のとおり改める。 



道路資産の貸付料の額

別紙４

（協定第８条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第７号に定める協定記載事項）



中日本高速道路株式会社に対する道路資産の貸付料

（消費税込み）

うち盛土・切土・
のり面構造物等分

うち橋梁・
トンネル等分

(444百万円） (8百万円） (41百万円） (17百万円） (24百万円）

479百万円 10百万円 54百万円 0百万円 54百万円

(397百万円） (27百万円） (140百万円） (58百万円） (82百万円）

453百万円 31百万円 160百万円 0百万円 160百万円

(362百万円） (24百万円） (128百万円） (53百万円） (75百万円）

433百万円 29百万円 153百万円 0百万円 153百万円

(326百万円） (22百万円） (115百万円） (48百万円） (67百万円）

381百万円 26百万円 135百万円 0百万円 135百万円

(253百万円） (17百万円） (89百万円） (37百万円） (52百万円）

362百万円 24百万円 128百万円 0百万円 128百万円

(177百万円） (2百万円） (8百万円） (0百万円） (8百万円）

219百万円 5百万円 24百万円 0百万円 24百万円

(150百万円） (1百万円） (4百万円） (0百万円） (4百万円）

212百万円 5百万円 26百万円 0百万円 26百万円

(124百万円） (-1百万円） (-5百万円） (0百万円） (-5百万円）

204百万円 4百万円 23百万円 0百万円 23百万円

(337百万円） (-15百万円） (-77百万円） (0百万円） (-77百万円）

353百万円 -37百万円 -191百万円 0百万円 -191百万円

Ｈ２７ 312百万円 12百万円 61百万円 0百万円 61百万円

Ｈ２８ 288百万円 10百万円 52百万円 0百万円 52百万円

Ｈ２９ 263百万円 8百万円 42百万円 0百万円 42百万円

Ｈ３０ 239百万円 6百万円 33百万円 0百万円 33百万円

Ｈ３１ 239百万円 6百万円 33百万円 0百万円 33百万円

Ｈ３２ 236百万円 6百万円 32百万円 0百万円 32百万円

Ｈ３３ 234百万円 6百万円 31百万円 0百万円 31百万円

Ｈ３４ 234百万円 6百万円 31百万円 0百万円 31百万円

Ｈ３５ 235百万円 6百万円 31百万円 0百万円 31百万円

Ｈ３６ 299百万円 10百万円 54百万円 0百万円 54百万円

Ｈ３７ 298百万円 10百万円 54百万円 0百万円 54百万円

Ｈ３８ 297百万円 10百万円 53百万円 0百万円 53百万円

Ｈ３９ 298百万円 10百万円 54百万円 0百万円 54百万円

Ｈ４０ 296百万円 10百万円 53百万円 0百万円 53百万円

Ｈ４１ 295百万円 10百万円 52百万円 0百万円 52百万円

Ｈ４２ 292百万円 10百万円 52百万円 0百万円 52百万円

Ｈ４３ 291百万円 10百万円 51百万円 0百万円 51百万円

Ｈ４４ 286百万円 9百万円 50百万円 0百万円 50百万円

Ｈ４５ 282百万円 9百万円 48百万円 0百万円 48百万円

Ｈ４６ 277百万円 9百万円 46百万円 0百万円 46百万円

Ｈ４７ 230百万円 6百万円 29百万円 0百万円 29百万円

Ｈ４８ 226百万円 5百万円 28百万円 0百万円 28百万円

Ｈ４９ 146百万円 1百万円 7百万円 0百万円 7百万円

Ｈ１８

年度
うち構築物等分

貸付料

うち土地・家屋分

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

(注1）平成１８年度から平成２５年度までの上段（　　）内は計画値、下段は実績値を、平成２６年度の上段
（　　）内は計画値、下段は実績見込み値を記載している。

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６



別紙５を次のとおり改める。 

  



計画料金収入の額

別紙５

（協定第９条第１項関連）



中日本高速道路株式会社における計画料金収入

（消費税込み）

年度 計画料金収入

(763百万円）

828百万円

(726百万円）

811百万円

(684百万円）

782百万円

(645百万円）

726百万円

(574百万円）

701百万円

(499百万円）

561百万円

(471百万円）

552百万円

(437百万円）

534百万円

(658百万円）

700百万円

Ｈ２７ 633百万円

Ｈ２８ 608百万円

Ｈ２９ 583百万円

Ｈ３０ 558百万円

Ｈ３１ 557百万円

Ｈ３２ 554百万円

Ｈ３３ 553百万円

Ｈ３４ 552百万円

Ｈ３５ 552百万円

Ｈ３６ 616百万円

Ｈ３７ 615百万円

Ｈ３８ 614百万円

Ｈ３９ 614百万円

Ｈ４０ 612百万円

Ｈ４１ 611百万円

Ｈ４２ 609百万円

Ｈ４３ 607百万円

Ｈ４４ 602百万円

Ｈ４５ 598百万円

Ｈ４６ 594百万円

Ｈ４７ 591百万円

Ｈ４８ 586百万円

Ｈ４９ 397百万円

Ｈ２６

Ｈ２４

Ｈ２５

(注1）平成１８年度から平成２５年度までの上段（　　）内は計画値、下段は実績値を、平成２６年度
の上段（　　）内は計画値、下段は実績見込み値を記載している。

Ｈ２３

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２



別紙６中、「（機構法第１３条第１項第７号に定める協定記載事項）」を「（機構法第１３

条第１項第８号に定める協定記載事項）」に改める。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を保有

する。 

  

 

平成２７年 ３月２４日 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

理 事 長        勢  山      直 

 

 

 

 

 

中日本高速道路株式会社    

代表取締役社長     宮 池  克  人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


